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第１章 基本的考え方 
 

１ 計画策定の背景・目的 

１-１ 計画策定の経緯 

本市では、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の市民の健

康で文化的な生活の確保に寄与することを目的として、平成１８（２００６）年９月に「川越市良好な環

境の保全に関する基本条例」（以下「川越市環境基本条例」といいます。）を制定しました。平成２８

（２０１６）年３月には、「第三次川越市環境基本計画」（以下「第三次計画」といいます。）を策定し、市、

市民、事業者及び民間団体が各主体の責務に応じた役割分担及び協働のもと、将来の望ましい環

境像を実現することを目指し同計画を総合的かつ計画的に推進してきました。 

一方、都市公園の整備や都市計画制度に基づく緑地保全等を目的として、平成２８（２０１６）年３

月には、「川越市緑の基本計画（平成２８年３月改定版）」（以下「緑の計画」といいます。）を策定し、

さらに都市計画制度によらない公共施設や民有地の緑化、普及啓発活動等の諸施策により、同計

画を総合的かつ計画的に推進してきました。 

 

１-２ 環境問題に関する動向 

これまで重きを置かれていた都市化の進展に伴う大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会シス

テムは、地球温暖化や資源・エネルギーの消費増大、廃棄物の増加、自動車による大気汚染、生活

排水による水質汚濁などの問題を生じさせ、今世界は気候変動、生物多様性の損失及び汚染とい

う３つの危機に直面しています。 

これらの危機を解決するには、物質的な豊かさに重きを置いた「線形・規格大量生産型の経済社

会システム」から、地上資源基調の、無形の価値、心の豊かさをも重視した「循環・高付加価値型の

経済社会システム」への転換が必要となっています。また、令和１２（２０３０）年頃までに行う選択や

実施する対策は、現在から数千年先まで影響を持つ可能性が高いと言われています。 

令和６（２０２４）年５月に閣議決定された国の第六次環境基本計画では、現在及び将来の国民一

人一人の「ウェルビーイング／高い生活の質」（以下「ウェルビーイング」といいます。）の実現を環境

政策の最上位の目標として掲げています。また、私たちが直面している気候変動、生物多様性の損

失、汚染という地球の３つの危機に対し、①カーボンニュートラル、②サーキュラーエコノミー（循環

経済）、③ネイチャーポジティブ（自然再興）の総合的実現など、経済社会システムの変革と環境の

質を上げることによって「循環共生型社会」を実現していく必要があることが示されています。 

  

ウェルビーイング/高い生活の質
テキスト注釈
身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念のこと。国の第六次環境基本計画が掲げる最上位の目的として記載されている。

カーボンニュートラル
テキスト注釈
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、植林、森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること。

環境基本計画
テキスト注釈
環境基本法に基づき、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全に関する基本的な事項や方針を定めた計画のこと。

サーキュラーエコノミー（循環経済）
テキスト注釈
廃棄することを前提にしないで、資源を循環させながら活用していくことを前提にした経済システムのこと。具体的には、再生可能な材料を使うなど、廃棄物をなるべく出さない設計で、長く使える耐久性や魅力を持つものづくりを進めること。

循環共生型社会
テキスト注釈
持続可能な社会のこと。環境収容力を守り環境の質を上げることによって経済社会が成長・発展できる社会のこと。

地上資源
テキスト注釈
化石燃料や鉱物資源などの地下資源に対して、すでに地上にある資源のこと。

ネイチャーポジティブ（自然再興）
テキスト注釈
生物多様性の損失（悪化）を反転させ、自然を回復軌道に乗せること。令和5（2023）年3月に閣議決定した「生物多様性国家戦略2023-2030」において、令和12（2030）年までにネイチャーポジティブを達成するという目標が掲げられている。

緑の基本計画
テキスト注釈
「都市緑地法」第4条の規定に基づき、緑地の適正な保全及び緑化の推進により本市全域における緑の将来のあるべき姿とそれを実現するための施策を示すもの。
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１-３ 緑に関する動向 

近年、少子高齢化と人口減少、都市化の進展と環境問題等への関心の高まり、社会資本の老朽

化の進行、財政制約の深刻化、市民の価値観の多様化など従来には見られなかった社会経済状況

の変化に対応した都市政策や公園緑地政策が求められています。このような現状に対処するには、

ストック効果をより高めることや民間との連携を加速させること、都市公園を柔軟に使いこなすこと

などが重要となっており、緑の基本計画を活用した都市の再構築や民有地の緑地との連携強化、

公園の配置の見直しや機能の拡充等が新たに求められています。 

また、気候変動対策や生物多様性の確保、ウェルビーイングの向上等の喫緊の課題への対応の

ため、都市における緑地の重要性はより一層高まっている一方、我が国の都市の緑地の充実度は

世界と比較して低くなっています。国主導による戦略的な都市緑地の確保や貴重な都市緑地の積

極的な保全・更新、都市における緑地確保への民間投資の呼び込み等を進めていくため、令和６

（２０２４）年５月に都市緑地法が改正、１２月には「都市における緑地の保全及び緑化の推進に関す

る基本的な方針」（以下「国の緑の基本方針」といいます。）が定められ、将来的な都市のあるべき

姿として、①環境への負荷が小さいカーボンニュートラル都市、②人と自然が共生するネイチャーポ

ジティブを実現した都市、③ウェルビーイングが実感できる水と緑豊かな都市の実現に向けた取組

や関連する指標等を位置付けることが求められています。 

 

１-４ 生物多様性に関する動向 

生物多様性は、世界的に劣化が進んでいるとされ、その要因は過去５０年間に加速しているとさ

れています。また、我が国においても、生物多様性の損失速度はこれまでの取組により低下傾向に

あるものの、損失を止めるには至っていないとされています。 

生物多様性・自然資本は、食料やきれいな水・空気の供給や災害の防止などの、私たちの生活を

支える自然の恵みの源流であり、その損失は気候変動と並び世界的な危機とされています。 

本市においても、今後気候変動に伴う災害の頻発化・激甚化に直面すると考えられます。また、

少子高齢化の進展に伴う地域の生物多様性保全に係る活動の担い手の不足や野生動物との軋轢、

外来種の侵入による生態系や農林業への被害なども懸念されており、担い手の確保と健全な生態

系を維持・回復させることが重要となっています。 

令和５（２０２３）年３月に閣議決定された国の生物多様性国家戦略２０２３-２０３０では、令和１２

（２０３０）年に向けた目標として、昆明･モントリオール生物多様性枠組が掲げるネイチャーポジティ

ブの実現を示しています。ネイチャーポジティブ実現のための鍵として①生態系の健全性の回復、

②自然を活用した社会課題の解決、③ネイチャーポジティブ経済の実現、④生活・消費活動におけ

る生物多様性の価値の認識と行動（一人一人の行動変容）、⑤生物多様性に係る取組を支える基

盤整備と国際連携の推進が示されており、これらへの対応が求められています。また、ネイチャーポ

ジティブの実現を加速させるため、令和７（２０２５）年４月には「地域における生物の多様性の増進

のための活動の促進等に関する法律」が施行されました。企業等による地域の生物多様性の維持、

回復又は創出のための活動を促進するため、当該活動に係る計画の認定制度の創設、認定を受け

た活動に係る手続きのワンストップ化・規制の特例等を受けることができるようになっています。 

ウェルビーイング/高い生活の質
テキスト注釈
身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念のこと。国の第六次環境基本計画が掲げる最上位の目的として記載されている。

カーボンニュートラル
テキスト注釈
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、植林、森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること。

昆明･モントリオール生物多様性枠組
テキスト注釈
生物多様性に関する世界目標で、2050年ビジョン、2030年ミッション、2050年グローバルゴール、2030年グローバルターゲット、その他の関連要素から構成されている。

ストック効果
テキスト注釈
整備された社会資本（道路・上下水道・都市公園など）が機能することによって、中長期的に得られる効果のこと。

生物多様性国家戦略 2023-2030
テキスト注釈
生物多様性条約及び生物多様性基本法に基づく、生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する国の基本的な計画のこと。新たな世界目標「昆明･モントリオール生物多様性枠組」に対応しており、2030年のネイチャーポジティブの実現に向け、5つの基本戦略と状態目標、行動目標を設定している。

ネイチャーポジティブ（自然再興）
テキスト注釈
生物多様性の損失（悪化）を反転させ、自然を回復軌道に乗せること。令和5（2023）年3月に閣議決定した「生物多様性国家戦略2023-2030」において、令和12（2030）年までにネイチャーポジティブを達成するという目標が掲げられている。

緑の基本計画
テキスト注釈
「都市緑地法」第4条の規定に基づき、緑地の適正な保全及び緑化の推進により本市全域における緑の将来のあるべき姿とそれを実現するための施策を示すもの。
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１-５ 計画策定の目的 

第三次計画及び緑の計画の計画期間が令和７（２０２５）年度をもって満了となること、また、前述

した国内外の動向や市の状況に対応するため、新たに「第四次川越市環境基本計画」（以下「第四

次計画」といいます。）及び「第二次川越市緑の基本計画」（以下「第二次緑の計画」といいます。）を

策定します。 

なお、両計画には、共通する施策が分野横断的に展開していることから、新たに環境や緑と関連

が深い「川越市生物多様性地域戦略」（以下「生物多様性地域戦略」といいます。）と「第二次川越

市環境教育等行動計画」（以下「第二次環境教育等行動計画」といいます。）を位置付けることとし、

相互に連携を図ることとします。 

  

２ 前計画からの改定の方向性 

前計画からの改定の方向性は以下のとおりです。 

 

 前計画  本計画 

包含する 

計画 

環境基本計画（川越市環境基

本条例） 

緑の基本計画（都市緑地法） 
⇒ 

環境基本計画（川越市環境基本条例） 

緑の基本計画（都市緑地法） 

生物多様性地域戦略（生物多様性基本法） 

環境教育等行動計画（環境教育等促進法※） 

目標 環境像・緑の将来像の実現 

⇒ 

環境像・緑の将来像の実現 

各環境目標・基本方針ごとに、関連する SDGs

のゴールを新たに記載 

目標値 目標年度（令和７年度） 

⇒ 

中間評価年度（令和１２年度）と目標年度（令和

１７年度） 

→本計画の中間年度にあたる令和１２年度は、

国の環境政策のターニングポイントとなってい

ることから、中間評価年度として追加で設定 

計画の構成 第５部第９章と資料編 ⇒ 第５部第１０章と資料編 

施策体系 環境：５つの環境目標と１１の大

施策 

緑：３つの基本方針と１０の個別

計画、１２の地区別計画 

⇒ 

環境：４つの環境目標と１つの共通目標、１６の

大施策 

緑：４つの基本方針と９の個別計画、１２の地区

別計画 

重点 環境：重点的に進める施策（１２

の中施策）を重点施策に設定 

緑：４つの重点計画と重点計画

に関連する施策に設定 

⇒ 

施策を横断的・重点的に進めるための枠組とし

て「重点プロジェクト」を設定。新たに章を設け、

重点プロジェクトとしての取組イメージや取組

方針を記載 

その他  

⇒ 

市民・団体等、事業者に見て実践してもらえる

ことを重視し、各主体の取組例（みんなで取り

組むことの例）を新たに追加 

※「環境教育等促進法」＝「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」 

  

SDGs（エスディージーズ）
テキスト注釈
「Sustainable Development Goals」の略称。「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17のゴールと169のターゲットで構成されている。

環境基本計画
テキスト注釈
環境基本法に基づき、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全に関する基本的な事項や方針を定めた計画のこと。

環境教育等行動計画
テキスト注釈
「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」第8条の規定に基づき、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する施策を示すもの。

生物多様性地域戦略
テキスト注釈
「生物多様性基本法」第13条の規定に基づき、市内の生物多様性の保全及び持続的な利用に関する施策を計画的に推進していくための施策を示すもの。

緑の基本計画
テキスト注釈
「都市緑地法」第4条の規定に基づき、緑地の適正な保全及び緑化の推進により本市全域における緑の将来のあるべき姿とそれを実現するための施策を示すもの。
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３ 本計画と SDGs の関係性 

SDGs（持続可能な開発目標）とは、平成２７（２０１５）年９月に国連サミットで採択された、「持続

可能な開発のための２０３０アジェンダ」にて記載されている、令和１２（２０３０）年までに持続可能で

よりよい世界を目指すための国際目標です。 

１７のゴールと１６９のターゲットで構成されており、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓い、

途上国の貧困、教育、保健などの開発課題に加え、経済面・社会面・環境面の課題全てに幅広く対

応し、調和させていくとされています。 

SDGs は、気候変動や生物多様性など環境に関する項目だけでなく、地域経済や生活など環境

以外の分野についても幅広く目標が掲げ

られています。SDGs の達成に向けて取

組を進めることは、現在の私たちの暮らし

や環境をより良くするだけでなく、将来を

担うこどもたちの環境意識の醸成や持続

可能なまちづくりを発展させることにもつ

ながります。 

このため、本計画では、気候変動対策

や生物多様性の保全、資源循環など様々

な取組を通じて SDGs のゴール達成を目

指します。 

 

４ 計画の期間 

本計画の期間は、令和８（２０２６）年度から令和１７（２０３５）年度の１０年間としますが、令和１２

（２０３０）年は本計画の中間年であり、国の様々な環境目標年に該当するため、目標値を設定する

とともに国の動向を踏まえ必要に応じて計画内容の中間見直しを行います。 

また、カーボンニュートラルや自然共生社会の実現といった令和３２（２０５０）年における国の長

期目標・ビジョンを踏まえ、本計画においても長期的展望を併せて示すこととします。 

 

 

 

 

 

  

 
第四次川越市環境基本計画・第二次川越市緑の基本計画 

（川越市生物多様性地域戦略・第二次川越市環境教育等行動計画含む） 

計画 

期間 

令和 8（2026）年度 

国の様々な環境目標年 

令和 17（2035）年度 

長期的展望 

（2050 年） 

国の動向等に応じて本市計画も見直し 

令和 12（2030）年度 

出典：SDGs ポスター（17 のアイコン 日本語版）（国連広報センター）

■SDGs の 17 のゴール 

カーボンニュートラル
テキスト注釈
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、植林、森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること。

自然共生社会
テキスト注釈
豊かな自然や生物多様性の維持・回復と持続可能な利用が実現するとともに、それらがもたらす恵みを将来にわたって継承していく社会のこと。

持続可能な開発のための2030アジェンダ
テキスト注釈
国連サミットで全会一致で採択された、2030年までに持続可能で誰一人取り残さない社会を実現するための国際的な目標・行動計画のこと。持続可能な開発目標を中核とし、2030年までに貧困撲滅し、持続可能な未来を追求する普遍的な内容となっている。
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５ 計画の位置付け 

第四次計画は、川越市環境基本条例に基づき、本市の環境の保全に関する施策を総合的かつ

計画的に推進していくための計画として位置付けます。 

第二次緑の計画は、都市緑地法、都市公園法に基づき、本市の緑とオープンスペースに関する

施策を総合的かつ計画的に推進していくための計画として位置付けます。 

また、本計画に包含している生物多様性地域戦略及び第二次環境教育等行動計画についても、

それぞれ生物多様性基本法、環境教育等促進法第８条に基づく計画として位置付けます。 

本計画は、第五次川越市総合計画（以下「第五次総合計画」といいます。）を市の最上位計画と

位置付け整合を図るとともに、川越市地球温暖化対策実行計画、川越市一般廃棄物処理基本計

画、川越市都市計画マスタープラン、川越市立地適正化計画などの関連諸計画との連携を図って

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

<関連計画> 

・川越市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

・川越市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

・川越市一般廃棄物処理基本計画 

・川越市都市計画マスタープラン 

・川越市立地適正化計画           など 

連携 

第四次川越市環境基本計画 

第二次川越市緑の基本計画 

川越市生物多様性地域戦略・川越市環境教育

等行動計画を含む 

環境基本法 

川越市良好な環境の 

保全に関する基本条例 

●第六次環境基本計画 

第四次川越市環境基本計画・第二次川越市緑の基本計画 
（川越市生物多様性地域戦略・第二次川越市環境教育等行動計画を含む） 

都市緑地法 

●都市における

緑地の保全及

び緑化の推進

に関する基本

的な方針 

整合 

都市公園法 

環境基本計画 

生物多様性地域戦略 

緑の基本計画 

環境教育等行動計画 

●環境教育等の推進に

関する基本的な方針 

環境教育等促進法 

整合 

市の最上位 
計画として整合 

第五次 

川越市総合計画 

生物多様性基本法 

整合 

●生物多様性国家戦略 

 2023-2030 

整合 

環境基本計画
テキスト注釈
環境基本法に基づき、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全に関する基本的な事項や方針を定めた計画のこと。

環境教育等行動計画
テキスト注釈
「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」第8条の規定に基づき、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する施策を示すもの。

生物多様性国家戦略 2023-2030
テキスト注釈
生物多様性条約及び生物多様性基本法に基づく、生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する国の基本的な計画のこと。新たな世界目標「昆明･モントリオール生物多様性枠組」に対応しており、2030年のネイチャーポジティブの実現に向け、5つの基本戦略と状態目標、行動目標を設定している。

生物多様性地域戦略
テキスト注釈
「生物多様性基本法」第13条の規定に基づき、市内の生物多様性の保全及び持続的な利用に関する施策を計画的に推進していくための施策を示すもの。

緑の基本計画
テキスト注釈
「都市緑地法」第4条の規定に基づき、緑地の適正な保全及び緑化の推進により本市全域における緑の将来のあるべき姿とそれを実現するための施策を示すもの。
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６ 各主体の責務と役割 

第四次計画では、将来の望ましい環境像の実現に向けて、市、市民、事業者、民間団体及び滞在

者の各主体が下記に示す役割と責務に応じて行動し、計画を推進していくこととします。 

【市】 

市は、環境保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務があります。また、

計画推進の先導役として、率先して市民、事業者及び民間団体等の模範となるよう、市の事務事

業や公共事業、施設管理等において、環境負荷の低減を実践するとともに、必要な制度の整備

等に努めます。 

さらに、市は環境の保全及び創造のための広域的な取組が必要な場合は、国及び他の地方公

共団体と連携・協力し、計画を推進していきます。 

【市民】 

市民は、日常生活における環境への負荷を少なくするようライフスタイルの改善が求められて

います。そのために、環境について学び、理解を深め、良好な環境の保全及び創造のための積極

的な行動を実践するよう努める責務があります。 

さらに、地域での環境保全活動に主体的に参画することが求められています。 

【事業者】 

事業者は、環境関連法令に基づく規制基準等を遵守する責務があります。また、従来の大量

生産・大量消費・大量廃棄を伴う事業スタイルから、資材・原料の調達からリサイクルに至るまで

の各段階において、資源・製品の価値の最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止など環

境負荷の低減を行う循環経済型へと見直しを進め、環境配慮型の製品やサービスの開発・販売、

社員に対する環境教育及び環境保全活動の奨励、環境保全の取組の公表等を通じて、地域の

環境や社会に貢献するように努める責務があります。 

【民間団体】 

民間団体は、それぞれの団体の特徴を生かした環境の保全及び創造のための活動を自主的

かつ積極的に実践するとともに、その活動に伴う環境への負荷の低減に努める責務があります。

また、他の団体や市民及び事業者等との情報交換に努めるとともに、市との連携を密にし、公益

的視点に立った多様な活動をすることが求められています。 

【滞在者】 

本市を訪れた観光旅行者その他の滞在者は、前述の市民、事業者及び民間団体の役割と同

じように、市内での生活や事業活動において、環境への負荷の低減に努めるとともに、環境保全

及び創造に協力するように努める責務があります。 

なお、第二次緑の計画についても、望ましい緑の将来像の実現に向けて、市が施策を推進すると

ともに、市民、事業者及び民間団体が主体的かつ積極的に関わっていくことが重要です。それぞれ

の役割を認識した上で、市、市民、事業者及び民間団体が協働して取り組んでいくことが必要とな

ります。 
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７ 計画の構成 

本計画は、本編５部と資料編による構成となっており、第１～２部及び第５部が各種計画に共通す

る事項を、第３部及び第４部でそれぞれの計画を示しています。なお、本計画に包含している生物

多様性地域戦略及び第二次環境教育等行動計画は各部に横断して整理しており、詳細は次ペー

ジの「８ 計画の概要」のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１部 基本的事項 

第四次計画及び第二次緑の計画に共通する基本的事項について示しています。 

 

第４部 

第二次川越市緑の基本計画 

望ましい緑の将来像を明示した上で、４

つの基本方針に基づいた９の施策に関し

て、指標・目標値を掲げ、それらを実現する

ための具体的取組を示しています。 

また、第９章では、第８章の施策などを踏

まえた重点プロジェクトを、第１０章では、地

区別の取組内容を示し、第二次緑の計画の

効果的な推進を図ります。 

 

 

 

 

第３部 

第四次川越市環境基本計画 

望ましい環境像を明示した上で、４つの

環境目標と１つの共通目標に基づいた１６の

施策に関して、環境指標・目標値やそれら

を実現するための具体的取組を示していま

す。 

また、第６章では、第５章の施策などを踏

まえ、重点的・分野横断的に進めるべき取

組として新たに重点プロジェクトを設け、第

四次計画の効果的な推進を図ります。 

 

 

 

第５部 推進体制と進行管理 

計画を推進していくための体制と、PDCA サイクルに基づく施策・事業の継続的な改善による

進行管理について示しています。 

 

第２部 本市を取り巻く状況と課題 

市の概況、環境や緑の現状、第三次計画と緑の計画の評価、アンケート調査結果、今後の課題

について示しています。 

 

資料編 
 

 

用語解説 

第 １ 章 基本的考え方 

第 ２ 章 本市の概況    第 ３ 章 現状と課題 

第 ４ 章 計画の目標 

第 ５ 章 施策の展開 

第 ６ 章 重点プロジェクト 

第 ７ 章 計画の目標 

第 ８ 章 施策の展開 

第 ９ 章 重点プロジェクト 

第１０章 地区別計画 

第１１章 推進体制と進行管理 

資料１ 策定経過 

資料３ 川越市良好な環境の保全に関する基本条例 

資料２ 市民参加 

資料４ 都市公園の種別 

環境教育等行動計画
テキスト注釈
「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」第8条の規定に基づき、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する施策を示すもの。

生物多様性地域戦略
テキスト注釈
「生物多様性基本法」第13条の規定に基づき、市内の生物多様性の保全及び持続的な利用に関する施策を計画的に推進していくための施策を示すもの。
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８ 計画の概要 

８-１ 環境基本計画 

第四次計画は、川越市環境基本条例に基づき、本市の環境の保全に関する施策を総合的かつ

計画的に推進していくための計画です。 

第四次計画で対象とする環境の範囲は、下表のとおりです。 

 

地球環境 地球温暖化、気候変動 等 

資源循環 ３R、廃棄物処理体制 等 

自然環境 
動植物、生態系、生き物の生息・生育空間、樹林地、田・畑、都市の緑化、河

川・水辺 等 

生活環境 
典型７公害（大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、土壌汚染、地盤沈

下）、水の循環、都市生活型公害、化学物質、廃棄物、放射性物質 等 

環境施策基盤 自然に関する歴史・文化、景観、交通、自然災害、人材育成、協働 等 

 

 

  

都市生活型公害
テキスト注釈
特定の工場ではなく、都市の活動や住民の生活に起因する公害のこと。
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８-２ 緑の基本計画 

第二次緑の計画は、都市緑地法、都市公園法に基づき、本市の緑とオープンスペースに関する

施策を総合的かつ計画的に推進していくための計画です。 

対象とする緑は、市内全域にわたって存在する樹林地、農地、草地、水辺地や公園緑地等の自

然的な環境となっている土地や空間とします。 

また、緑地の保全や緑化の推進の取組については生物多様性地域戦略に留意し、計画的な生き

物の生息・生育環境の創出・保全及びネットワーク化を進めていくなど、生物多様性の確保が効果

的かつ効率的に推進されるよう配慮することが重要です。加えて、多様な主体の参画・協働の促進

に向けた普及啓発、環境教育を推進するため、環境教育等行動計画に留意することも重要です。 

 

（１）緑の定義 

本計画では、樹林地、農地、草地、水辺地や公園緑地等の自然的な環境となっている土地全体

を「緑」という用語で表します。具体的には、樹林地や河川・沼等の水辺地、公園、広場、グラウンド、

住宅の庭、建物の屋上緑化、壁面緑化、街路樹等を含めた広い意味で用います。 

 

（２）緑地の定義 

本計画では、前述の「緑」のうち、公園として整備し、また、法律や条例等の指定により保全・活用

されるものという意味で「緑地」という用語を用います。 

具体的には、都市公園、学校の校庭や植栽地、公共施設の緑化地、市民農園等といった「施設緑

地」や、生産緑地地区、近郊緑地保全区域、河川法による指定区域、農業振興地域内農用地区域

（以下「農用地区域」といいます。）等の法律の指定地のほか、ふるさとの緑の景観地や保存樹林と

いった条例や要綱による指定地等の「地域制緑地」を指す言葉として用います。 

 

■緑と緑地のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

樹林地 

農地 
水面・水辺 

住宅の庭・生垣 公園 

緑 

緑地 

公園として整備されたもの、また、法律や条例等の指定により保全・活用されるもの 
L 都市公園、公園に類似する施設、法の指定区域（農用地区域、生産緑地地区など）、条例や要綱による指定地（保存樹林など） 

樹林地、農地、草地、水辺地や公園緑地等の自然的な環境となっている土地全体 

街路樹 

環境教育等行動計画
テキスト注釈
「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」第8条の規定に基づき、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する施策を示すもの。

近郊緑地保全区域
テキスト注釈
首都圏の近郊整備地帯の緑地であって、樹林地、水辺地等が一体となって良好な自然の環境を形成し、かつ、相当規模の広さを有している土地である「近郊緑地」のうち、無秩序な市街化のおそれが大きい区域で、かつ、保全することによる住民の心身の健康保持、公害・災害の防止等の効果が特に高いと認められる区域を、近郊緑地保全区域として国土交通大臣が指定するもの。

施設緑地
テキスト注釈
「都市公園」と学校や公共施設の植栽地などが含まれる「公共施設緑地」、社寺境内地などが含まれる「民間施設緑地」のこと。

生産緑地地区
テキスト注釈
市街化区域内において、災害の防止、都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るために、生産緑地法により指定された土地のこと。

生物多様性地域戦略
テキスト注釈
「生物多様性基本法」第13条の規定に基づき、市内の生物多様性の保全及び持続的な利用に関する施策を計画的に推進していくための施策を示すもの。

地域制緑地
テキスト注釈
緑地の保全や緑化を推進するために、一定の土地の区域に対して適用し、土地利用や開発を規制する、法律や条例などに基づく緑地のこと。

農業振興地域内農用地区域
テキスト注釈
農業振興地域の整備に関する法律に基づき、市町村が指定を行う、農業振興地域内において今後とも相当長期にわたって農業上の利用を確保すべき土地の区域のこと。

ふるさとの緑の景観地
テキスト注釈
ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例に基づき、埼玉を象徴する緑を形成している地域を保全するため県が指定するもの。

保存樹林
テキスト注釈
緑の環境を保全するため、市内各地に存在する樹木の集団で特に必要と認めたものを、川越市保存樹木等の指定等に関する要綱により指定している。
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また、対象とする緑地の具体的な分類については、以下のとおりです。 

 

■緑地の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：緑の基本計画ハンドブック（令和 3 年改定版）を基に作成 

 

  

緑

地 

施

設

緑

地 

地

域

制

緑

地 

都

市

公

園 

都

市

公

園

以

外 

法によるもの 

協定によるもの 

条例等によるもの 

公共施設緑地 

準公共的 

施設緑地 

民間施設緑地 

都市公園法で規定する都市公園 

街区公園、都市緑地、総合公園 等 

都市公園を除く公共空地 

市民農園（公設） 

児童遊園 

公開している教育施設（国公立） 等 

市民緑地 

条例等に基づく緑地（上記以外） 

市民の森、社寺境内地、市民農園（民設）、公開している

教育施設（私立） 等 

緑地保全地域（都市緑地法） 

特別緑地保全地区（都市緑地法） 

近郊緑地保全区域（首都圏近郊緑地保全法） 

河川区域（河川法） 

生産緑地地区（生産緑地法）、景観重要樹木（景観法） 

農用地区域（農業振興地域の整備に関する法律） 等 

緑地協定（都市緑地法） 

景観協定で緑地に係る事項を定めているもの（景観法） 

条例・要綱・契約・協定等による緑地の保全地区 

ふるさとの緑の景観地 

保存樹林 等 

都市公園以外で公園緑地

に準ずる機能を持つ施設 

公共公益施設に 

おける植栽地等 

学校の植栽地 

道路環境施設及び植樹帯 

公共施設の植栽地 等 

河川区域
テキスト注釈
河川法が適用される区域のことで、一般に堤防と堤防に挟まれた間の区間のこと。

近郊緑地保全区域
テキスト注釈
首都圏の近郊整備地帯の緑地であって、樹林地、水辺地等が一体となって良好な自然の環境を形成し、かつ、相当規模の広さを有している土地である「近郊緑地」のうち、無秩序な市街化のおそれが大きい区域で、かつ、保全することによる住民の心身の健康保持、公害・災害の防止等の効果が特に高いと認められる区域を、近郊緑地保全区域として国土交通大臣が指定するもの。

景観重要樹木
テキスト注釈
景観法に基づき指定される、景観計画区域内において特に良好な景観を形成している樹木のこと。

施設緑地
テキスト注釈
「都市公園」と学校や公共施設の植栽地などが含まれる「公共施設緑地」、社寺境内地などが含まれる「民間施設緑地」のこと。

準公共的施設緑地
テキスト注釈
民有地で都市公園と同等の機能を果たすと評価される施設のうち、法制度の裏付けをもった緑地のことで、具体的には市民緑地がある。

生産緑地地区
テキスト注釈
市街化区域内において、災害の防止、都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るために、生産緑地法により指定された土地のこと。

地域制緑地
テキスト注釈
緑地の保全や緑化を推進するために、一定の土地の区域に対して適用し、土地利用や開発を規制する、法律や条例などに基づく緑地のこと。

特別緑地保全地区
テキスト注釈
都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限などにより現状凍結的に保全する制度のこと。

ふるさとの緑の景観地
テキスト注釈
ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例に基づき、埼玉を象徴する緑を形成している地域を保全するため県が指定するもの。

保存樹林
テキスト注釈
緑の環境を保全するため、市内各地に存在する樹木の集団で特に必要と認めたものを、川越市保存樹木等の指定等に関する要綱により指定している。

緑地協定
テキスト注釈
住民相互の合意の下、市町村長の認可を受けて定める緑地の保全、緑化を図るための協定のこと。
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８-３ 生物多様性地域戦略 

生物多様性地域戦略は、生物多様性基本法に基づき、自然を次世代に残し、自然の恵みを将来

に渡って受けながら豊かで快適な暮らしができるように、市内の生物多様性の保全及び持続的な

利用に関する施策を計画的に推進していくための戦略です。 

本計画で対象とする区域は市内全域とし、生物の範囲は、市内全域にわたって存在する樹林地、

農地、草地、水辺地や公園緑地等の自然的な環境と目にすることができる身近な生き物とします。 

「１-５ 計画策定の目的」で述べたとおり、本計画は共通する施策が分野横断的に展開している

ことから、生物多様性地域戦略は、第５章に示す「環境目標３ 生物多様性の保全」を中心に、第５

章に示す「共通目標 地域づくり・人づくり」、第８章に示す第二次緑の計画の施策を生物多様性地

域戦略として位置付けることとします。 

 

（１）生物多様性の定義 

生物多様性とは、生き物たちの豊かな個性とつながりのことです。地球上の生き物は４０億年と

いう長い歴史の中で、様々な環境に適応して進化し、３,０００万種ともいわれる多様な生き物が生

まれました。これらの生命は一つひとつに個性があり、全て直接的あるいは間接的に支えあって生

きています。「生物の多様性に関する条約」（以下「生物多様性条約」といいます。）では、生物多様

性を「生態系の多様性」「種の多様性」「遺伝子の多様性」という３つのレベルで区分しています。 

 

■3 つのレベルの多様性 

生態系の多様性 種の多様性 遺伝子の多様性 

森林、里地里山、河川、沼などい

ろいろなタイプの自然がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

動物、植物、細菌に至るまでいろ

いろな生き物がいます。 

 
 
 
 
 

同じ種でも異なる遺伝子を持つ

ことにより、形や模様、生態などに

多様な個性があります。 
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（２）生態系サービス 

地球の環境とそれを支える生物多様性は、長い歴史の中でつくられたかけがえのないものです。

生物多様性はそれ自体に大きな価値があり、私たちの暮らしは食料や水の供給、気候の安定など、

生物多様性を基盤とする生態系から得られる恵みによって支えられています。これらの恵みは「生

態系サービス」と呼ばれ、大きく４つ（供給サービス、調整サービス、生息・生育地サービス、文化的

サービス）に区分でき、私たちが生きていく上で不可欠な存在となっています。 

 

■生態系サービスの分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）生物多様性４つの危機 

日本の生物多様性は、４つの危機にさらされています。人間活動による影響を主な要因として、

自然状態の約１００～１,０００倍ものスピードで絶滅しており、現在は第６の大量絶滅と呼ばれていま

す。 

たくさんの生き物たちが以下の４つの危機にさらされ、危険な状態にあります。 

 

■生物多様性の 4 つの危機 

第 1 の危機 

開発や乱獲による種の減少・絶

滅、生息・生育地の減少 

鑑賞や商業利用のための乱獲・過剰な採取や埋め立てなど

の開発によって生息環境を悪化・破壊するなど、人間活動が

自然に大きな影響を与えています。 

第 2 の危機 

里地里山などの手入れ不足によ

る自然の質の低下 

二次林や採草地が利用されなくなったことで生態系のバラン

スが崩れ、里地里山の動植物が絶滅の危機にさらされてい

ます。また、シカやイノシシなどの個体数増加も地域の生態

系に大きな影響を与えています。 

第 3 の危機 

外来種などの持ち込みによる生

態系の攪乱 

外来種が在来種を捕食したり、生息場所を奪ったり、交雑し

て遺伝的な攪乱をもたらしたりしています。また、化学物質の

中には動植物への毒性をもつものがあり、それらが生態系に

影響を与えています。 

第 4 の危機 

地球環境の変化による危機 

地球温暖化は国境を越えた大きな課題です。平均気温が

1.5～2.5 度上がると、高山帯が縮小されたり、海面温度が

上昇したりすることによって、動植物の 20～30％は絶滅の

リスクが高まるといわれています。 

出典：TEEB 報告書普及啓発用パンフレット 「価値ある自然」（環境省） 

第6の大量絶滅（時代）
テキスト注釈
人間活動によって引きこされている現在の生物の絶滅のこと。過去に地球上で起きた生物の大量絶滅は5回あったといわれており、これらの絶滅は数万年～数十万年の時間がかかっているのに対し、現在の絶滅は過去とは桁違いの速さで進んでいることが問題となっている。
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８-４ 環境教育等行動計画 

第二次環境教育等行動計画は、環境教育等促進法に基づく環境保全活動、環境保全の意欲の

増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する行動計画です。 

「環境保全活動」とは、地球環境保全や公害の防止、生物の多様性の保全等の自然環境の保護

及び整備、循環型社会の形成やその他の環境の保全（良好な環境の創出を含む）を指します。 

「環境教育」は、持続可能な社会の構築を目指して、家庭、学校、職場、地域その他のあらゆる場

において、環境と社会、経済及び文化とのつながりその他環境の保全についての理解を深めるた

めに行われる環境の保全に関する教育及び学習を指します。 

「協働取組」は、市、市民、事業者及び民間団体がそれぞれ適切に役割を分担しつつ対等の立場

において相互に協力して行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育その他の環境の保

全に関する取組を指します。 

 


